
計算機センターの完成を歓ぷ

中川善之助

遂に多年渇望して来た中型計算機が，わが金沢大学に据えつけられた。聞くところによると，

いままで旧制七大学へ運びこまれた大型計算機は，みな他大学との共同利用であった由。今度

われわれの専有が許された計算機は，中型ながらわlれわれ専用の設備である。しかも新制大学

に備えつけられた中型計算機というのは，本学をもって鼠6初とするということである。歓びの

限りという他はない。

専門外のことだから，私には中型計算機の威力なり，効用なりはよく判らない。しかし最近

の科学研究の上に，絶大の貢献をなすものであることは疑いのないところのようである。いま

どこの大学でも研究所でも，何を措いても欲しい装置のトップであるといえよう。

それが他の新制諸大学を抜いて，先ず本学へ配備されたのは，関係研究者諸君の不断の，そ

して優れた研究成果の故であることは，いうまでもないことながら，それと同時に忘れてなら

ないことは，関係各学部がよく和衷協同して本機の導入に結束したという行動であり，精神で

ある。専門家に往々見うけられる我田引水の利己的情念を一掃し，科学のため，研究のため，

また引いては本学のため，各研究者が打って一丸となったということは，金沢大学のため万丈

の気を吐くものといえよう。衷心今日の日を歓び，また将来の停まるところなき進展を祈る。.

金沢大学計算機センター規程

（設置）

第１条金沢大学に金沢大学計算機センター(以下｢センター」という。）を冠く゜

（センターの目的）

第２条センターは，金沢大学の共同利用施設として学内の計算需要を処理することを目的と

する。

（職貝）

第３条センターに次の職員を置く。

１センター長１人

２センター員若干人

センター長は，金沢大学計算機センター運営委員会委員が互選し学長が委嘱する。

（職務）

第４条センター長は，センターを管理し，これを運営する。

２センター員は，上司の指揮を受けてセンターの事務に従事する。

（委員会）

第５条センターの円滑な運営を行なうため，センターに運営委員会を置く。

２運営委員会に関する規程は，別に定める。

（業務室等の設置）

第６条センター長は，運営委員会の識を経て業務室，研究開発室および分室を置くことがで

きる。
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（利用規定）

第７条センターの利用に関する規程は，別に定める。

付則：この規定は，昭和46年４月１日から施行する。

金沢大学計算機センター運営委員会規程

（趣

第１条

旨）

この規程は，金沢大学計算機センター(以下｢センター」という。）

規程第５条第２項の規定に基ずき，センター運営委貝会(以下｢委員会」という。）に関
し必要な事項を定める.

（審議事項）

第２条委員会は，センターの運営を円滑にするため次の事項を審議する。
１センター運営上の具体的事項。

２センターの予算および決算に関すること。

３その他センター長が必要と認める事項。

（組織）

第３条委員会は，次の委員をもって組織する。

１エ学部長

２法文学部，教育学部，薬学部，教養部およびがん研究所から選出された教授，助教授

または講師各部局１人

３理学部，医学部(付･属病院を含む。）およびエ学部から選出された教授，助教授または
講師各部局２人

４エ学部事務長

５センター長の指名するセンター員１人

２前項第２号および第３号の委員は，学長が委嘱する。

（委員の任期）

第４条前条第１項第２号および第３号の委員の任期は，２年とする.ただし再任を妨げない。
２補欠の委員の任期は，前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

（委員長）

第５条委員会に委員長を置く。

２委員長は，第３条第１号の委貫をもって充てる。

３委員長に事故があるときは，委員長の指名する委員がその職務を代行する。

（会議の招集）

第６条会議は，委員長が招集し，その議長となる。

２委員の４分の１以上の要求があった場合は，委員長は会議を招集しなければならない。

（会識）

第７条会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
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２議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するところによ
る。

（委員以外の出席）

第８条委員長が必要と認める場合は，委員以外の者を会譲に出席させることができる。

（幹事および書記）

第９条委員会に幹事および書記を蔵く。

２幹事は，エ学部事務長を，轡記は，センター員をもって充てる。
３幹事は，委員会の事務を処理し，書記は，議事を記録するものとする。

（小委員会）

第10条委員会は，必要に応じて小委員会を設けることができる。

付則：lこの規程は，昭和46年４月１日から施行する。
２金沢大学電子計算機室運営規程は，廃止する。

金沢大学計算機センター利用規程

（趣

第１条

旨）

この規程は，金沢大学計算機センター（以下｢センター」という。）規程第７条の規定に
基づき，センターの利用に関し必要な事項を定める。

（利用の目的）

第２条センターは，学術研究その他センター長が適当と認めるものであってその成果が公開
できるものに限り利用することができる。

（利用できる者）

第３条センターを利用することができる者は，次の各号に掲げる者とする。
１金沢大学の職員およびこれに準ずる者

２前号のほか特にセンター長が適当と認める者

（利用の申讃および承認）

第４条センターを利用しようとする者は，研究課題ごとに所定の申請書をセンター長に提出■

し，その承認を受けなければならない。

第５条センター長は，センターの利用を承認したときは研究課題ごとに課題番号および登録
名を付してこれを申讃者に通知するものとする。

第６条前条の通知を受けた者(以下｢利用者｣という。）は，その研究課題にかかる申鏑事項の
一部を変更しようとするときは，すみやかにセンター長に届け出てその承認を受けな
ければならない。

（利用者の義務）

第７条利用者は，

第８条利用者は，
その課題番号を他の目的に使用しまたは他人に使用させてはならない。
研究を終了しまたは中止したときは研究課題ごとにセンター利用の結果ま
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